
　　　※　都市計画法第34条の２及び第43条第３項に基づく協議についても、上記に準じて行う。

【法第29条第１項】

【法第35条】

【法第50条】

【令第36条】 【法第33条・34条】

【法第35条】

事前相談

開発行為のないもの

開発行為許可申請建築許可申請

≪開発指導課まちづくり指導係≫
法第３２条に基づく事前相談
（厚木市住みよいまちづくり条例）

１.法第３２条に基づく協議
２.厚木市住みよいまちづくり条例協議

※厚木市住みよいまちづくり条例協議
申請については、標識設置届出の提出
から起算して２週間を経過していること。

開発審査会への
審 査 請 求許 可 許 可

開発行為のあるもの

開発審査会の議審 査 審 査

不許可

建築確認申請

市街化区域と同様の手続き

【法第43条第１項】

【法第35条】

標準処理期間
５ha未満
21日間

５ha以上
36日間

厚木市における開発許可事務の流れ概要図
法第29条第１項市街化調整区域の開発行為・法第43条第１項市街化調整区域の建築行為

一定規模以上に基づく協議
1.管轄警察署
2.土地利用調整条例
3.土壌汚染対策法
4.環境影響評価条例
5.地球温暖化対策推進条例
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